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東京都台東区立たいとうこども園の指定管理者の選定について 

 

 

１ 対象施設 

名 称 ：東京都台東区立たいとうこども園 

所在地 ：台東区下谷三丁目１番１２号 

施設内容：①施設概要 

      敷地面積 ７，７９０㎡ 

      鉄筋コンクリート造 ５階建の１階部分 

      定員１６１名（０～５歳） 

②事業内容 

就学前の子供に一貫した教育・保育を受ける機会を提供するとと

もに、地域における子育て支援を充実する。 

 

２ 現行の指定管理者 

名 称 ：社会福祉法人 東京児童協会 

所在地 ：東京都江戸川区船堀二丁目２３番１０号 

代表者 ：理事長 菊地 政幸 

 

３ 次期指定期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間 

 

４ 次期指定管理者の選定 

（１）選定方法 

台東区指定管理者制度運用指針３（３）に規定する継続の場合の特例を適用し、

現行の指定管理者を公募によらず再選定する。 

 

（２）理由 

① 「台東区の認定こども園の理念・目標」を踏まえ、「台東区幼児教育共通カ

リキュラム ちいさな芽」を活用した教育・保育が実施されており、また、

多様な研修を取り入れながら人材育成に努めるなど、教育・保育の充実と質

の向上が図られている。 

② 近隣の小・中学校との交流や地域活動に積極的に参加するとともに、園児と

地域とのつながりを一層深めるための教育・保育活動を実践するなど、地域

との信頼関係を築きながら、地域の一員としての役割を担っている。 

③ 平成２９年度に受審した第三者評価では、認定こども園としての適正な運営

が確認でき、また、別途実施した保護者アンケート調査においても、運営全

般に対する満足度が非常に高いことから、ＰＴＡ及び保護者の協力のもと、

良好で活発な園運営と安心・安全な環境整備が図られている。 
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（３）選定手続き 

  指定管理者再選定審査会を設置し、事業計画に基づき、管理水準やサービス向

上への取組みなど、指定管理者としての適性を判定する。 

 

① 審査会の構成 

外部の有識者と区職員を委員とする４名体制とする。 

・施設の設置目的に応じた専門的な見識を有する者 １名 

・経営に関する専門的な見識を有する者 １名 

・施設利用者・地域住民の代表者等 １名 

・区職員 １名 

 

② 審査基準（案） 

  東京都台東区立保育所条例に定める基準のほか、次に掲げる項目を中心に審

査を行う。 

  ・区の求める管理水準の確保 

  ・サービス向上への取組み 

  ・運営効率化への取組み 

  ・危機管理・安全確保の取組み 

  ・職員育成の取組み 

  ・その他施設固有の性質等による項目 

 

５ スケジュール 

平成３０年 ８月    指定管理者指定申請書の受理 

９月    第１回審査会【施設の視察及び審査基準の決定】 

１０月    第２回審査会【書類審査】 

平成３０年第４回定例会 【指定管理者指定議案提出】 

平成３１年 ４月    指定管理者との協定締結 

            指定管理業務開始 
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台東区指定管理者制度運用指針（抜粋） 

平成２０年１１月２６日策定 

平成２２年 ５月１１日改定 

 平成２９年 ２月 ６日改定 

平成２９年 ８月３０日改定 

 

１．運用指針の位置付け 

台東区の公の施設において、指定管理者制度を適切に運用し、安定的な管理運営や、よ

り一層のサービス向上に資するため、この指針を策定する。 

 

 

２．適用方針 

（１）適用施設 

民間その他の団体のノウハウを活用することにより、サービス内容の向上や管理運営

の効率化などが見込まれる施設については、適用対象とする。 

ただし、適用にあたっては、公の施設としての管理水準を良好に保つことを前提とす

る。 

 

（２）適用対象外とする施設 

（１）の要件を満たす場合であっても、次のいずれかに該当する施設については、適

用対象外とする。 

① 法令等により、区が管理主体となることが定められている場合 

② 区が管理運営を行うべきであると、区長又は教育委員会（以下「区長等」という。）

が判断した場合 

 

 

３．指定管理者の選定方法 

（１）公募の原則 

指定管理者の選定は、原則として公募型プロポーザル方式により行う。 

 

（２）公募によらない選定 

次のいずれかに該当する場合は、公募によらない選定を行うことができる。 

① 施設や収蔵品の寄贈にあたっての経緯などから判断して、その事業者に施設の管理

運営を行わせることが最適と認められる場合 

② 施設の管理運営にあたり、利用者との信頼関係の継続や安定的かつ継続的な事業運営、
ノウハウの蓄積を特に必要とする場合 

③ 区と密接な連携を図りながら区の政策を推進するため、行政支援及び補完機能を有す
る区の出資団体による管理運営が適切である場合 

④  複合施設となる建物において、上記いずれかの理由により非公募となる施設を有し、
当該施設との一体的な管理運営が必要な場合 

⑤ その他やむを得ない事情により、公募する暇がない場合 

 

ご参考 
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（３）継続の場合の特例 

（１）の規定に基づく施設において、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場

合であって、現指定管理者から提出させた事業計画書その他の書類を審査し、かつ、実

績等を考慮して、現指定管理者が施設の設置目的を最も効果的に達成することができる

と区長等が判断した場合は、現指定管理者を公募によらないで再選定することができる。 

なお、この場合の再選定は、各施設について１回に限り行うことができるものとする。 

 

（４）複合施設等の一括指定 

同一の建物・敷地内に複数の施設が存在する場合（複合施設）や、区内に複数の類似

施設が存在する場合については、効率的・効果的な管理運営を行う観点から、これらの

施設について同一の指定管理者を選定することができる。 

 

 

４．公募条件の設定 

（１）団体の種別等 

法令等に定めがある場合や、施設の設置目的からみて法人の種別等を限定することが

望ましい場合は、これらの条件を付したうえで公募することができる。 

また、複数の団体で構成する共同事業体による応募も可能とし、この場合は必ず代表

団体を定める。 

 

（２）応募団体の制限 

次のいずれかに該当する場合は、応募資格を認めないものとする。 

なお、募集要項で、各施設の状況に応じた項目を追加することができる。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

もの 

② 台東区から指名停止措置を受けているもの 

③ 会社更生法及び民事再生法等に基づき、更生又は再生手続きをしているもの 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うもの 

⑤ 過去３年間の法人都民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等を完納していな

いもの 

 

（３）兼業禁止規定の準用 

指定管理者制度の運用にあたっては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２

条の２（議員の兼業禁止）、第１４２条（長の兼業禁止）、第１６６条（副市町村長の兼

業禁止）及び第１８０条の５（委員の兼業禁止）の請負禁止に係る各規定の趣旨を踏ま

え、これらの規定を準用する。 

 

 

（以下、省略） 

 


